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１ 新たな交通システムの位置付け 

区内の地域公共交通は都営バスを基軸としており、区内で交通空白地域は一部

点在するものの、まとまった地域としては存在しない※。 

一方、令和５年度に実施した区民アンケートでは、高齢者や子育て世帯等の移

動支援が必要な区民から、外出する際の交通手段に不便を感じる理由として、「バ

ス停が遠い・便数が少ない」などが上位となっており、都営バス路線網を補完す

る区域内（ラストワンマイル）の移動手段として、高齢者や子育て世帯等を対象

とした新たな交通システムを様々な角度から検討してきた。 

今般、新たな交通システムの有効性を検証するため、導入効果の最も高い「南

砂地域」において、令和９年度にデマンド交通での実証運行を実施する。 

※ 駅から５００ｍ、バス停留所から２００ｍの範囲を「公共交通サービス圏域」とした場合、

区内には公共交通サービス圏域外の地域が存在している。 

 

 

デマンド交通の概要図 

 

デマンド交通とは、時刻表や決まった運行経路がなく、利用者の予約に応じて

運行し、運行区域内の所定の乗降場所（スポット）間を相乗りで移動する公共交通

のこと。 
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２ 新たな交通システム導入に向けた検討状況 

⑴ 本区の地域公共交通の現状 

バス停までの移動が困難な高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民を対

象とした検討を行うため、駅から 500m、バス停留所から 200m の範囲を公共交通

サービス圏域とした。 

サービス圏域外の地域は、亀戸、大島、東砂、北砂等の一部が存在する。 

 

 

東砂一・四 

北砂六・七 

亀戸七・九 

大島七・九 

北砂三～五 

大島八 

古石場二・三 

毛利二 

大島二 

大島一 

北砂一・二 

豊洲四 

東砂八 

佐賀二 

亀戸九 

亀戸三 

公共交通サービス圏域 
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⑵ 導入地域の選定 

ア 区内を１３地域に分割 

人口集計や町会等の地域区分として用いられている出張所単位や都市計画

マスタープランの地区等を参考に、区内を１３地域に分けて評価した。 

 

イ 評価指標の設定 

本区の地域公共交通に関する課題に即した１１評価指標を設定した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

評価指標 本区の地域公共交通の課題 

① 

鉄道と既存路線バスの 

サービスが低い地域への対応 

② 

移動が困難な 

高齢者への対応 

③ 

移動に不便を感じている 

子育て世帯への対応 

 

① 

ア 公共交通サービス圏域外の人口 

 イ バス運行本数 

 

② 

 ウ 65 歳以上人口 

 エ 高齢者の交通不便意識 

 オ 高齢者の歩行困難性 

④ 

ク 主要施設の立地状況 

ケ 商業施設の立地状況 

コ 地域の移動量 

サ 新交通システムの利用意向 

④ 

既存の公共交通では 

移動しにくい 

移動ニーズへの対応 

③ 

 カ ５歳以下人口 

キ 子育て世代の交通不便意識 
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ウ 評価指標 

前述のすべての評価指標を使って５段階で点数化した数値を足し合わせて

評価した結果、「南砂」が最も高く、次いで「辰巳・潮見」、「砂町」の順と

なった。 
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⑶ 運行手法の検討 

新たな交通システムの導入効果の高いと想定される地域の地域特性に適した

運行手法について、２３区における実証運行等の事例をもとに、「定時定路線」

と、予約があった時のみ運行する「デマンド交通（区域運行）」の適用特性やメ

リット・デメリット、経費について比較検討を行った。 

 

南砂地域における運行手法の比較 

運 行 手 法 
定時定路線 

（コミュニティバス） 

定時定路線 

（都営バス増便） 

定時定路線 

 

デマンド交通 

（区域運行） 

車 両 バス 都営バス 

ワゴン 

グリーンスロー 

モビリティ 

ワゴン 

タクシー 

交 通 不 便 へ の 

対 応 
〇 〇 〇 〇 

交 通 需 要 △ 〇 〇 〇 

狭 隘 道 路 へ の 

対 応 
△ △ 〇 〇 

都 バ ス 路 線 と 

競 合 回 避 
× 〇 △ 〇 

運 転 手 確 保 × × 〇 〇 

 

【検討結果】 

導入効果の最も高い「南砂地域」において、「デマンド交通（区域運行）」で

の実証運行を行うこととした。 
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３ デマンド交通の概要 

本区でのデマンド交通実証運行においては、同じ時間に同じ方向に移動する複

数の利用者を相乗りにすることで、効率的な運行を行う。 

また、相乗り方式での運行に当たり、ＡＩを活用し、電話、アプリでの複数の

利用者からの予約内容に応じて、最適なルートや配車をリアルタイムで自動計算

することで効率的な運行が可能となる。（以下、新たな交通システムの名称を「Ａ

Ｉデマンド交通」という。） 

 

ＡＩデマンド交通の位置付け 

 

地域公共交通計画（中間のまとめ） 

 

都市交通手段の適用範囲概念図（Ｈ８日本バス協会）に加筆 

 
ＡＩデマンド交通 

ＡＩデマンド交通 
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４ 運行区域設定 

   実証運行の運行区域は、以下の３つの基本方針に基づき設定する。 

⑴ 「南砂出張所管内」を基本として、都道（清洲橋通り）と河川（横十間川）

に囲まれた区域とすること。 

  最も導入効果の高いとされた「南砂地域」を基本として、利用者にとっても

分かりやすい区域とする必要がある。 

 

 

⑵ 交通結節点（鉄道駅・バス停）が区域内に存在すること。 

  交通結節点が存在することにより、鉄道（東西線）や都営バスとのアクセス

利便性が向上し、区域内外への移動が円滑となる。 

（例）南砂町駅、南砂三丁目バス停【急行０５・都０７・錦１８・亀２１】 

東砂六丁目バス停【陽２０・秋２６・両２８・亀２９】 

葛西橋バス停【亀２４・両２８】 

  

南砂出張所管内 

南砂三丁目バス停 
葛西橋バス停 

東砂六丁目バス停 

砂町出張所管内である南砂１・５丁目
を含めた南砂全域を対象区域とする。 

新砂１～３丁目の一部を除外する。 
（多くが工業専用地域であるため） 

南砂町駅 
東陽町駅 

清洲橋通り 

横十間川 都道（清洲橋通り）

と河川（横十間川）

に囲まれた区域 

凡例 

  バス路線 

  バス停 
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⑶ 主要施設（医療機関、保育園等の子育て施設、公共施設、ショッピングセン

ター等）が区域内に存在すること。 

  外出目的地が区域内にあり、高齢者及び子育て世帯等における日常の生活行

動が区域内で完結する。 

（例）順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 

   南砂子ども家庭支援センター、南砂児童館、東砂児童館 

南砂出張所、ＳＵＮＡＭＯ、トピレックプラザ 

（区域の近隣に江東区役所が所在） 

 

 

  

ＳＵＮＡＭＯ 

トピレック 
プラザ 

江東区役所 

南砂出張所 

南砂子ども家庭 
支援センター 

南砂児童館 
 

東砂児童館 
 

江東高齢者医療センター 
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運行区域設定 

基本方針１～３に基づき、運行区域は下図の範囲（東砂六～八丁目、南砂全域、新

砂一～三丁目の一部）とする。 

 

 

 

 

  

南砂三丁目バス停 

葛西橋バス停 

東砂六丁目バス停 

ＳＵＮＡＭＯ 

トピレック 
プラザ 

江東区役所 

南砂出張所 

江東高齢者医療センター 

東陽町駅 

南砂町駅 

運行区域 
東砂六～八丁目 

南砂一～七丁目 

新砂一～三丁目の一部 

（面積 2.72ｋ㎡） 

東砂児童館 
 

南砂児童館 
 

南砂子ども家庭 
支援センター 
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５ 実証運行の概要 

南砂地域におけるＡＩデマンド交通の実証運行概要（案）は、以下のとおりと

する。 

＜運行概要（案）＞ 

項目 内容 

⑴ 実施体制 運 行 主 体：江東区 

システム事業者：プロポーザル方式で決定 

運 行 事 業 者：区内タクシー事業者 

⑵ 事業認可申請 道路運送法第２１条許可 

⑶ 運行期間 令和９年５月（予定）～令和１０年３月 

⑷ 運行日時 毎日、年末年始（１２/２９～１/３）は運休 

７時３０分～１９時００分 

⑸ 運行形態 デマンド交通（予約型乗合運行） 

※ＡＩ配車システムを導入 

⑹ 予約方法 アプリによる受付（２４時間対応） 

コールセンター開設時間（７時００分～１９時００分） 

当日分の予約は（７時００分～１８時００分） 

⑺ 乗降場所（スポット） ２５か所程度 

⑻ 車両 台数：１台 

車種：ワゴン車両を想定 

⑼ 利用対象者 利用対象者は、高齢者や子育て世帯等を基本とし、区域

外の方も利用可能とする。 

・高齢者（６５歳以上） 

・子育て世帯（妊婦、小学生以下の子ども及び同乗す

る保護者等※） 

・障害者等（身体障害者手帳、療育手帳（愛の手

帳）、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその

介助者１名） 

※ 保護者等とは、親権者、未成年後見人、その他の者（里親、

祖父母等）であって、子どもを現に監護する者及び中学生の子

ども 

⑽ 運賃 ① 高齢者、子育て世帯の保護者等、障害者等:３００円 

② 小学生：１５０円 

③ 未就学児：無料 

④ ①～③に該当しない方：５００円 

⑾ 周知・ＰＲ及び利用促進 チラシ、ＨＰ、ＳＮＳ等による広報 

説明会の開催、高齢者を対象としたスマホ教室 
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⑴ 実施体制 

「運行主体」は江東区、「運行事業者」は区内タクシー事業者、「システム事

業者」は予約や配車に加え、コールセンターも運営することとする。 

なお、運行事業者とシステム事業者を同一事業者又は共同事業体として公募

した場合、参入事業者が限定されるため、個別に公募し、契約することを想定

している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜関係者の役割分担＞ 

関係者 役割 

江東区 

運行主体 

問合せ対応（実証運行全般） 

周知・利用促進 

利用状況の分析（データ分析・アンケート等） 

評価・検証 

運行内容の見直し、本格運行移行の判断 

システム事業者 

コールセンター運営 

配車システムの管理 

予約受付（電話予約・アプリ予約） 

問合せ対応（運行状況など） 

運行事業者 

（区内タクシー事業者） 

車両の運行 

 

  

利用者 運行事業者 

運賃支払い 

サービス提供 

システム事業者 

コールセンター 

江東区 

利用状況データ提供 

システム利用料支払 

コールセンター費用支払 

配車指示 

予約・運行情報 

の提供 
予約 

運行委託費支払 

（運行経費－運賃収入） 
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⑵ 事業認可申請 

「道路運送法第２１条許可にて運行」 

道路運送法第２１条許可は、イベント客の輸送、鉄道の工事運休に伴う代替

バス、実証運行等、短期間に限定して実施され、運行する期間が原則１年以下

のもの。 

実証運行については、当初から１年以上の計画があり、併せて、地方公共団

体からの要請がある場合には、１年以上（３年程度）の期間を認めることとす

る。また、実証運行を実施したものの、有益な実証データが得られない等の理

由により再申請がなされた場合であって、併せて、地方公共団体からの要請が

ある場合には、再度許可（通算３年程度）をすることとする。 

 

⑶ 運行期間 

令和９年５月（予定）～令和１０年３月 

９月末頃までの利用実績等を把握し、状況により運行内容の一部変更を検討

する。 

 

⑷ 運行日時 

運行日は、毎日、年末年始（１２／２９～１／３）は運休とする。 

運行時間は、７時３０分から１９時００分までとする。 

開始時刻は、アンケートで希望の多い、江東高齢者医療センターの再診受付

開始時刻８：１５及び、診察時間（平日：９時～１２時・１３時～１５時、土

曜：９時～１２時）を考慮した設定とする。 

終了時刻は、保育園の迎え時刻や、児童館の閉館時間１８時を考慮した設定

とする。 
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⑸ 運行形態 

本実証運行においては、デマンド交通にＡＩを活用し、複数の利用者の電

話、アプリでの予約内容に応じて、最適なルートや配車をリアルタイムで自動

計算することで効率的な運行を行う。 

 

事例Ⅰ「高齢者が病院への往復に利用（相乗り発生）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11:10 

ＡＩが複数の予約に対する最適なルートを計算 
Ｂ⇒Ａ⇒Ｃ⇒Ｄ：× 
Ｂ⇒Ｃ⇒Ａ⇒Ｄ：〇最適なルート 
Ｂ⇒Ｃ⇒Ｄ⇒Ａ：× 

 

スポ 
ット 
Ａ 

スポ 
ット 

Ｂ 

①8:50 に電話で予約（行き） 
 自宅近くのスポットＡから 
 病院近くのスポットＢまで 
 ＡＩデマンド交通を利用します。 

 

②コールセンター 
 予約を受け付けました。 
 10 分後の 9 時 00 分に 

スポットＡでお待ちください 
 

スポ 
ット 

Ｄ 

スポ 
ット 

Ｃ 

③10:50 に電話で予約（帰り） 
 病院近くのスポットＢから 
 自宅近くのスポットＡまで 
 ＡＩデマンド交通を利用します。 

④コールセンター 
 予約を受け付けました。 
 10 分後の 11 時 00 分に 

スポットＢでお待ちください 
 

経路変更 
 

運転手の端末に、 
予約情報が送信される 

9:15 

11:00 

11:20 

11:25 

相乗り 
 

9:00 

8:50 

10:50 

⑤10:55 別の利用者が電話で予約 
 スポットＣからＤの予約 
ＡＩが最適なルートをリアルタイムで計算 

 ⑥コールセンター 
 予約を受け付けました。 
 15 分後の 11 時 10 分に 

スポットＣでお待ちください 
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事例Ⅱ「子育て世帯が、買い物と駅への移動に利用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スポット「Ａ→Ｂ→Ⅽ」の移動を、１件として予約することはできない。 

往復利用する場合でも、２件予約する必要がある。（電話予約時も同様） 

  

①13:00 にアプリで１件目予約 
 現在時刻から自宅近くのスポットＡから 
 スーパー近くのスポットＢまで予約 

（メッセージ） 
13 時 00 分は予約がいっぱいです。 
13 時 15 分からの予約は可能です。 
 
13 時 15 分で予約に変更 
（メッセージ） 
13 時 15 分で予約受け付けました。 

 
②13:00 にアプリで２件目予約 
 14 時に、スーパー近くのスポットＢから 
 駅近くのスポットＣまで予約 

（メッセージ） 
14 時 00 分で予約受け付けました。 

 
 

スポ 
ット 
Ａ 

スポ 
ット 

Ｂ 

運転手の端末に、 
予約情報が送信される 

13:15 

14:00 

スポ 
ット 

Ｃ 

（例）７日先まで、最大５件の予約が可能。（システムの仕様で増減） 
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⑹ 予約方法 

利用者の利便性確保、運行事業者の負担軽減のため、アプリ予約を導入する。 

ただし、本実証運行では高齢者等をメインターゲットとするため電話予約を併用す

る。 

アプリによる受付（２４時間対応） 

コールセンターの開設時間（７時００分～１９時００分） 

当日分の予約は（７時００分～１８時００分） 

 

また、システム事業者によっては、ＬＩＮＥやＷＥＢ予約サイトからの予約も可能と

している事例がある。予約方法については、プロポーザル時の提案項目とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品川区ＡＩデマンド交通「しなるん」ＭＯＮＥＴアプリの予約画面  
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予約から乗車までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運行事業者 
・利用者の氏名を確認する。 
・利用時に身分証や、障害者手帳の提示を求めない。 
 
・利用者は予約時の属性情報に基づき、利用料金を支払う。 

電話予約 
（初回） 

アプリ予約 
（初回） 

電話予約 
（２回目以降） 

アプリ予約 
（２回目以降） 

コールセンター 
利用者情報を聞き取り、登録する。 
・氏名 
・電話番号 
・生年月日 
・性別 
・居住地 

コールセンター 
乗車予約内容を聞き取る 
・（２回目以降）氏名の確認 
・利用時間 
・乗車スポット 
・降車スポット 
・何人利用するか 

  （高齢者、子育て世帯、障害者等に
該当するか、一般利用か） 

 
 予約受付内容と、利用料金を伝える。 
（例） 

・スポットＡからＢまでの予約を 
受け付けました。 

・10 分後の 9 時 00 分にスポットＡ
でお待ちください。 

・利用料金は 300 円です。 

アプリ画面 
利用者情報を登録する。 
・氏名 
・電話番号 
・生年月日 
・性別 
・居住地 

 

アプリ画面 
 乗車予約 

・利用時間 
・乗車スポット 
・降車スポット 
・何人利用するか（チェック式） 

高齢者 〇人 
妊婦  〇人 
保護者等〇人 
未就学児〇人 
小学生 〇人 
障害者 〇人 
介助者 〇人 
一般  〇人 

 
 予約受付内容と利用料金を通知 
（例） 

・9 時 00 分にスポットＡからＢまで
の予約を受け付けました。 

・利用料金は 300 円です。 
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⑺ 乗降場所（スポット） 

高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民は、自宅近くから乗車できる

ことが望ましいが、乗合率向上（運行効率向上）のため、概ね半径３００ｍ

ピッチを目安に、固定した乗降場所（以下、「スポット」という。）を２５か所

程度設定する。 

道路運送法第２１条申請時（令和８年１０月頃）までに、警察署、道路管理

者、地先地権者に説明し、同意が得られた箇所に設置する。 

実証運行開始後、９月末頃の利用実績等に応じて、スポットの見直しを検討

する。 

 

スポットは、次のいずれかの機能を満たす地点を選定する。 

選定１：アンケートで希望の多い施設へのアクセス機能 

選定２：駅・バス停との交通結節機能 

選定３：バス停から２００ｍ以上離れている地域 

 

選定１：アンケートで希望の多い施設へのアクセス機能 

公共交通に関する区民アンケート（令和５年度実施）において、行きたい

施設として５人以上からあげられた施設を対象とする。 

＜目的地となる施設等＞ 

江東区役所１７６人、東陽町駅１４３人 

・ＳＵＮＡＭＯ７４人、南砂町駅４３人 

・順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター４２人 

・トピレックプラザ１９人、オーケー６人 

・江東運転免許試験場５人 

 

選定２：駅・バス停との交通結節機能 

駅・バス停との交通結節地点は、東陽町駅、南砂駅及び利用者の多いバス

停に近い区道上を基本とする。また、バス停起終点である「葛西橋バス停」

の近隣を検討する。 

 

選定３：バス停から２００ｍ以上離れている地域 

既存バス停留所ではカバーしきれない、既存バス停留所からの歩行距離が

200m 以上離れた区道上とする。 
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⑻ 車両 

  実証運行は、ワゴン車両を想定している。 

 

運行車両候補の比較 

車両種別 
ワゴン ミニバン 

ユニバーサルデザイン 

タクシー 

代表的な車種 トヨタ ハイエース トヨタ アルファード 

トヨタ ノア 

トヨタ ジャパンタクシー 

車両サイズ 全長 4,695mm～5,380mm 

全幅 1,695mm～1,880mm 

全高 1,980mm～2,285mm 

全長 4,995mm 

全幅 1,850mm 

全高 1,935mm 

全長 4,400mm 

全幅 1,695mm 

全高 1,750mm 

採用事例 世田谷区 品川区、練馬区、渋谷区 

港区 

杉並区、北区、 

足立区※、葛飾区※ 

定員 

（運転手除く） 

９名程度 

仕様により増減あり 

５名程度 

仕様により増減あり 

４名 

 

外観    

内観 

 

   

メリット 

 

・定員が多い 

・相乗り時に、離れた席に

座ることが可能。 

・ベビーカーを車内の空き

スペースに収納可能。 

・（アルファードの場合）

２列目に座るシートが独立

している分、広々と座るこ

とができる。 

・多くのタクシー事業者が

所有 

・スロープがあり、車いす

での利用が可能。 

デメリット ・所有タクシー事業者が限

定される。 

・所有タクシー事業者が限

定される。 

・定員が少ない。 

・相乗り時の快適性を考慮

すると、乗車定員３名での

運行が適切。 

※ 足立区「足タク」及び葛飾区「かつライド」は事業専用の車両では無く、通常のタク

シー車両（ユニバーサルデザインタクシーを含む）を使用。ただし、車いす利用者からの

予約があった場合は、必ずユニバーサルデザインタクシーを配車している。 
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⑼ 利用対象者 

利用対象者は、高齢者や子育て世帯等を基本とし、区域外※の方も利用可能と

する。 

※ 南砂町駅や都営バス停からＡＩデマンド交通に乗り換え、江東高齢者医療センター

やＳＵＮＡＭＯ等への利用を想定 

 

・高齢者（６５歳以上） 

・子育て世帯（妊婦、小学生以下の子ども及び同乗する保護者等※） 

・障害者等（身体障害者手帳、療育手帳（愛の手帳）、精神障害者保健福祉手

帳をお持ちの方とその介助者１名） 

※ 保護者等とは、親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母等）であって、

子どもを現に監護する者及び中学生の子ども 
 

折りたたみ式車いす、ベビーカーをご利用の際は、折りたたんでご乗車いた

だく。 

 

⑽ 運賃 

  運賃は、下表のとおりとする。 

 

運     賃 備     考 

① 

高 齢 者 ３００円  

子育て世帯 

妊  婦 ３００円  

保護者等 ３００円 
※ 小学生以下の子どもが同

乗する場合に限る 

障 害 者 等 ３００円 
※ 介助者は障害者が同乗す

る場合に限る 

② 小 学 生 １５０円  

③ 未就学児 無 料  

④ ①～③に該当しない方 ５００円  

 

運賃の支払方法は、現金支払いとキャッシュレス支払いとする。 

キャッシュレス支払いの詳細は運行事業者・システム事業者の提案項目とす

る。 
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⑾ 周知・ＰＲ及び利用促進 

① チラシ等による広報（令和９年４月頃） 

実証運行の目的、スポットの位置、利用方法を明記したリーフレットを作

成し、ＨＰ、ＳＮＳ等で発信するほか、区域内全戸配布、主要施設への掲示

を行い、広く周知を図る。 

 

② 説明会の開催（令和８年１２月頃、令和９年４月頃） 

実証運行の目的、具体の運行内容、アプリダウンロード方法、利用方法な

どを地域住民等に伝えるために、地域団体の集まり等に出向き、説明会を開

催する。（参加者にその場でアプリをダウンロードしていただく。）ＡＩデマ

ンド交通のグループ利用についても呼びかけを行い、利用者および乗合率の

向上を図る。  

また、高齢者を対象とした利用方法（アプリ操作等）については、高齢者

スマートフォン教室（福祉部）のプログラムと連携する。 
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６ 利用者数及び運行経費の試算 

(1) 利用者数と運賃収入の試算 

① 他区におけるデマンド交通実証運行中で、ＡＩオンデマンド交通を採用

し、平均利用者、収支率及び高齢者利用率が最も高い「世田谷区」の事例※

を参考に、１日あたり「利用者数」を４０人として設定する。 

※ 砧・大蔵地区予約制乗合ワゴン 

１日あたり利用者数Ｒ５．５～Ｒ６．４（１年目）３７人、 

Ｒ６．５～Ｒ７．４（２年目）４３人 

利用料金は大人３００円、小児１５０円、７０歳以上の方を対象に、事前申請により

運賃が１００円となる「乗車割引証」を発行している。令和７年１０月から、それまで

の週３に日（月・水・金）運行を、週５日（月～金）運行に拡充した。 

② 世田谷区の事例をもとに年代別利用率を算出し、南砂地域の年代別人口に

適用する。 

③ 障害者等については、本区における総人口に占める障害者の割合 

４．５１％（江東区障害者計画より、令和４年度の障害者手帳所持者数÷

総人口）を適用する。 

④ 令和９年５月６日～令和１０年３月３１日の３２５日を運行期間として、

年間運賃収入を試算する。 

 

■利用料金分類の利用者数と運賃収入 

 

分類 
1 日あたり 

利用者数（人） 

運賃 

（円） 

運賃収入 

(円/日） 

運賃収入 

(円/年）325 日 

高齢者（65 歳以上） 

32 300 9,600 3,120,000 子育て世帯 

障害者等 

小学生 1 150 150 48,750 

上記以外 7 500 3,500 1,137,500 

計 40   13,250 4,306,250 
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⑵ 運行経費  

「２ 実証運行内容」で運行経費を試算する。 

運行経費の対象は、運行業務委託（人件費・燃料費）、予約システム運用費、

コールセンター費用とする。 

（リーフレット配布、説明会等の周知・広報費用は含まない。） 

 

1 日あたり運行経費 年間（325 日）運行経費 

120,000 円/日 39,000,000 円/年 

 

 

⑶ 収支率 

  ⑴⑵より、収支率を計算すると、１１．０％となる。 

運行経費(A) 運賃収入(B) 収支率(B)÷(A) 

120,000 円/日 13,250 円/日 
11.0% 

39,000,000 円/年 4,306,250 円/年 

 

 


